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は
じ
め
に

延
喜
主
計
式
（
上
）
で
は
、
国
ご
と
の
調
庸
と
中
男
作
物
の
一
覧
に
、
平
安
京
（
大

宰
府
管
内
諸
国
は
府
）
と
の
行
程
を
、
上
下
の
日
数
で
記
載
し
て
い
る
。
上
は
調
庸

な
ど
を
納
入
す
る
に
あ
た
っ
て
の
上
京
す
る
行
程
、
下
は
そ
の
後
の
帰
郷
す
る
行
程

で
あ
る
。
今
日
で
は
こ
の
日
数
は
実
際
の
旅
行
日
数
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、

自
治
体
史
な
ど
で
は
、
平
安
時
代
の
当
地
方
と
京
と
の
旅
行
の
行
程
は
何
日
で
あ
っ

た
、
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
こ
の
日
数
は
あ
く
ま
で
旅
行
中
の
食
料
支
給
基
準
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
そ

の
ま
ま
実
際
の
日
程
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
は
こ
の
一
点
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
筆
者
は
こ
の
日
数
行
程
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
小
論
を
発
表
し
たq

が
、
そ

の
際
は
ま
だ
各
種
史
料
に
関
す
る
批
判
が
不
徹
底
だ
っ
た
。
今
改
め
て
考
え
た
い
。

な
お
本
稿
で
は
こ
の
延
喜
主
計
式
の
日
数
に
よ
る
行
程
を
、
適
宜
、
主
計
式
行
程
、

日
数
行
程
な
ど
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

一
　
主
計
式
行
程
の
目
的

調
庸
は
調
庸
負
担
者
が
み
ず
か
ら
京
ま
で
運
ぶ
の
が
原
則
で
あ
る
。
と
は
い
え
全

員
が
自
分
が
納
め
た
分
を
運
ぶ
必
要
は
な
く
、
実
際
に
運
ぶ
者
と
、
運
ぶ
た
め
の
費

用
を
分
担
す
る
者
と
が
あ
る
。
賦
役
令
３
調
庸
物
条
「
其
運
脚
均
出
二

調
庸
之
家
一

」

は
そ
の
意
味
で
あ
り
、
具
体
的
規
定
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
定
め
ら
れ
た
こ
と

が
、『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
三
月
己
巳
条
で
判
明
す
る
。

又
検
二

養
老
二
年
六
月
四
日
案
内
一

云
、
調
庸
運
脚
者
、
量
二

路
程
遠
近
、
運
物

軽
重
一

、
均
出
。
戸
内
脚
奨
二

資
行
人
労
費
一

者
。

こ
の
制
度
は
延
喜
式
ま
で
受
け
継
が
れ
る
。
民
部
式
上
20
運
脚
条
で
は
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

凡
調
庸
及
中
男
作
物
送
レ

京
、
差
二

正
丁
一

充
二

運
脚
一

、
余
出
二

脚
直
一

以
資
二

脚
夫
一

。

預
具
二

所
レ

須
之
数
一

、
告
二

知
応
レ

出
之
人
一

、
依
レ

限
検
領
。
准
レ

程
量
レ

宜
、
設
二

置
路
次
一

、
起
二

上
道
日
一

迄
二

于
納
一
レ

官
、
給
二

一
人
日
米
二
升
、
塩
二
勺
一

。
還

日
減
レ

半
。
剰
者
廻
充
二

来
年
所
レ

出
物
数
一

、
別
簿
申
送
。

あ
ら
か
じ
め
旅
費
を
出
発
地
で
準
備
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
旅
行
日
数
や
毎
日
の

食
料
支
給
法
な
ど
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
旅
行
日
数
が
主
計
式
行
程
で

あ
る
。

ま
た
調
庸
運
脚
以
外
の
貢
納
物
の
運
送
は
公
粮
を
支
給
す
る
場
合
が
多
い
が
、

「
其
運
送
徭
夫
並
給
二

路
粮
一

」（
民
部
式
下
49
年
料
舂
米
条
）、「
其
精
代
運
賃
用
二

正
税
一

」

（
同
51
年
料
租
舂
米
条
）
、「
其
運
送
徭
夫
各
給
二

路
粮
一

」（
同
53
年
料
別
貢
雑
物
条
）
、

「
其
運
脚
者
並
給
二

功
食
一
」
（
同
54
大
宰
調
物
条
）、「
其
運
功
食
並
用
二

正
税
一

」（
同
63
交

易
雑
物
条
）
等
の
す
べ
て
に
お
い
て
も
往
復
の
給
粮
の
基
準
と
な
る
日
数
が
、
主
計

式
行
程
で
あ
ろ
う
。
駅
伝
利
用
の
場
合
は
道
中
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
給
食
さ
れ
る
の
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で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
貢
納
物
の
運
送
は
出
発
地
で
旅
行
費
用
を
準
備
す
る
制
度
で

あ
る
以
上
、
出
発
前
に
旅
行
日
数
を
予
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
実
際
の
旅
行
日
数
は
不
確
定
　

公
式
的
な
行
程
を
定
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
一
応
の
目
安
で
あ
っ
て
、
実

際
の
旅
行
に
は
突
発
事
故
が
生
じ
て
遅
延
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
河
川
の
増
水

な
ど
に
よ
る
渋
滞
は
た
だ
ち
に
思
い
う
か
ぶ
が
、
増
水
で
な
く
と
も
、
大
き
な
河
川

を
渡
る
の
は
難
渋
し
た
よ
う
で
あ
る
。

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
五
月
甲
戌
条

勅
。
諸
国
調
庸
入
貢
、
而
或
川
無
レ

橋
、
或
津
乏
レ

舟
、
民
憂
不
レ

少
。
令
二

路
次

諸
国
一

、
貢
調
之
時
、
津
済
之
処
、
設
二

舟

浮
橋
等
一

。
長
為
二

恒
例
一

。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
六
月
癸
卯
条

勅
。
如
レ

聞
、
東
海
、
東
山
両
道
、
河
津
之
処
、
或
渡
舟
数
少
、
或
橋
梁
不
レ

備
。

由
レ

是
、
貢
調
担
夫
来
二

集
河
辺
一

、
累
レ

日
経
レ

旬
、
不
レ

得
レ

利
レ

渉
。
宜
三

毎
レ

河

加
二

増
渡
舟
二
艘
一

。
其
価
直
者
、
須
用
二

正
税
一

。
又
造
二

浮
橋
一

、
令
レ

得
二

通
行

一

、
及
建
二

布
施
屋
一

。
備
レ

橋
造
作
料
者
、
用
二

救
急
稲
一

。

こ
れ
ら
の
「
累
レ

日
経
レ

旬
」
を
文
字
通
り
に
と
れ
ば
、
十
日
も
滞
留
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
無
事
京
に
着
い
た
と
し
て
も
、
運
ん
で
き
た
荷
物
を
無
事
に
納
入
す
る
ま
で

に
、
さ
ら
に
日
数
が
必
要
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
十
一
月
丁
巳
条

勅
。
如
レ

聞
、
出
二

納
官
物
一

諸
司
人
等
、
苟
貪
二

前
分
一

、
巧
作
二

逗
留
一

、
稍
延
二

旬

日
一

、
不
二
レ

肯
収
納
一

。
由
レ

此
、
担
脚
辛
苦
、
競
為
二

逃
帰
一

。
非
二

直
敗
一
レ

治
、
実

亦
虧
レ

化
。
宜
レ

令
二

弾
正
台
一

巡
検
。
自
レ

今
以
後
、
勿
レ

使
二

更
然
一

。

こ
れ
は
賄
賂
な
り
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
要
求
し
て
収
納
事
務
を
遅
ら
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
禁
令
は
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
五
月
二
十
九
日
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』）

を
へ
て
、
延
喜
式
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

延
喜
雑
式
22
諸
国
前
分
条

凡
諸
司
及
有
封
所
所
、
不
レ

得
レ

責
二

取
諸
国
前
分
一

。

延
喜
弾
正
台
式
112
勘
収
貢
物
条

凡
諸
司
勘
二

収
諸
国
貢
物
一

不
レ

合
二

留
難
一

。
若
有
下

作
二

逗
留
一

百
姓
辛
苦
者
上

、

台
即
巡
検
随
レ

事
糺
弾
。
但
忠
已
下
之
外
、
弼
時
時
監
臨
。

ま
た
調
庸
に
つ
い
て
は
、
受
取
側
に
と
く
に
悪
意
が
無
く
と
も
、
納
入
受
取
手
続

き
が
厳
密
、
煩
雑
で
あ
る
ぶ
ん
だ
け
業
務
が
遅
延
す
る
要
素
が
多
いw

。

『
三
代
実
録
』
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
十
一
月
二
日
条

勅
。
令
下

民
部
省
、
諸
国
貢
調
郡
司
参
レ

省
日
、
勘
二

会
見
物
一

之
後
、
五
箇
日
内
、

移
中

送
大
蔵
省
上

。
先
レ

是
、
大
蔵
省
言
。
民
部
式
云
。
凡
勘
二

納
調
庸
物
一

者
、
郡

司
見
参
之
日
、
省
録
率
二

史
生
等
一

、
向
二

正
倉
院
一

、
与
二

大
蔵
録
一

、
共
勘
二

会
見

物
一

、
然
後
可
レ

納
二

調
物
一

之
状
、
移
二

大
蔵
省
一

者
。
而
彼
省
、
或
時
郡
司
見
参

之
後
、
踰
レ

月
不
レ

勘
二

見
物
一

、
或
時
勘
二

会
見
物
一

以
降
、
経
レ

旬
無
レ

送
二

移
文
一

。

郡
司
等
、
且
守
二

調
物
一

、
且
請
二

移
文
一

。
人
疲
二

両
省
之
間
一

、
粮
絶
二

千
里
之
旅

一

。
官
物
被
レ

盗
失
、
服
長
至
二

餓
死
一

。
雖
レ

云
二

人
民
之
愁
一

、
抑
亦
国
家
之
費
。

又
式
云
。
凡
受
二

納
調
庸
雑
物
一

、
期
月
之
後
、
廿
日
以
前
、
随
レ

次
収
納
者
。
然

則
勘
納
之
期
、
雖
レ

有
二

其
限
一

、
而
遅
速
之
程
、
只
由
二

移
文
一

。
非
レ

立
二

章
程
一

、

何
絶
二

物
煩
一

。
望
請
、
勘
二

会
見
物
一

、
依
レ

式
如
レ

行
。
只
勘
会
之
後
、
五
箇
日

内
、
令
レ

送
二

移
文
一

。
従
レ

之
。
若
有
二

違
失
一

、
依
レ

法
科
レ

罪
。

大
蔵
省
へ
の
納
入
に
あ
た
っ
て
は
、
民
部
省
の
移
を
要
す
る
。
そ
の
移
は
民
部
録

と
大
蔵
録
と
が
立
ち
会
っ
て
点
検
し
た
上
で
発
行
す
る
（
延
喜
民
部
式
上
23
勘
納
調
庸

物
条
。
貞
観
式
同
じ
）。
そ
の
上
で
実
際
に
蔵
を
開
け
て
出
納
す
る
場
合
は
、
関
係
官

司
に
よ
る
立
ち
会
い
が
必
要
で
あ
る
。
延
喜
監
物
式
３
出
納
大
蔵
物
条
に
よ
れ
ば
、

凡
応
レ

出
二

納
大
蔵
物
一

者
、
少
弁
已
上
一
人
、
中
務
・
民
部
・
大
蔵
三
省
輔
各
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一
人
、
監
物
一
人
、
主
計
助
已
上
一
人
、
同
会
就
二

諸
司
庁
一

。

と
い
う
大
仰
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
収
納
に
か
か
わ
る
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て

は
本
稿
で
は
触
れ
な
い
が
、
出
納
に
複
数
の
官
司
が
か
か
わ
る
こ
と
は
令
制
の
当
初

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

調
庸
物
の
納
期
は
、
国
の
遠
近
に
よ
っ
て
三
期
に
分
か
れ
て
い
る
。

賦
役
令
３
調
庸
物
条

凡
調
庸
物
、
毎
年
八
月
中
旬
起
レ

輸
。
近
国
十
月
卅
日
、
中
国
十
一
月
卅
日
、

遠
国
十
二
月
卅
日
以
前
納
訖
。

各
期
ご
と
に
お
よ
そ
二
〇
カ
国
が
調
庸
を
納
入
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
納
入
の

繁
忙
期
は
一
日
一
カ
国
ず
つ
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
納
期
の
後
二
〇
日

以
内
に
収
納
せ
よ
と
い
う
貞
観
式
の
規
定
は
、
延
喜
式
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

延
喜
大
蔵
式
49
受
納
調
庸
条

凡
受
二

納
調
庸
雑
物
一

者
、
国
帳
至
レ

省
、
先
可
レ

納
状
申
レ

官
。
期
月
之
後
、
廿

日
以
前
随
レ

次
収
納
。
仮
令
近
国
十
一
月
廿
日
以
前
、
中
国
十
二
月
廿
日
以
前
、

収
訖
之
類
。

し
か
し
期
限
後
二
〇
日
以
内
に
は
収
納
し
ろ
と
い
う
こ
と
は
、
正
規
の
手
続
き
の

な
か
で
期
限
後
も
十
数
日
間
は
、
ま
だ
受
け
取
ら
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
意
味
に
も

な
る
。
調
庸
物
は
京
に
運
び
込
ん
だ
ら
直
ち
に
納
入
す
る
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
で
あ
る
。

大
量
の
貨
物
は
、
民
部
録
と
大
蔵
録
と
に
よ
る
点
検
に
あ
た
っ
て
は
正
倉
院
に
運

ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
ま

だ
納
入
は
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
不
寝
番
を
立
て
て
お
く
か
、
当
国
の
出

先
で
あ
る
「
調
邸e

」
と
い
っ
た
建
物
で
仮
に
保
管
す
る
の
だ
ろ
う
。

な
お
ま
た
脚
夫
た
ち
も
、
先
に
帰
国
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
大
蔵

省
の
倉
庫
ま
で
の
運
搬
作
業
が
残
っ
て
い
る
し
、
帰
り
の
関
の
通
過
も
、
次
の
関
市

令
の
規
定
は
、
上
京
の
時
と
同
様
に
一
団
と
な
っ
て
通
過
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

関
市
令
５
丁
匠
上
役
条
　

凡
丁
匠
上
レ

役
、
及
庸
調
脚
度
レ

関
者
、
皆
拠
二

本
国
歴
名
一

、
共
所
レ

送
使
勘
レ

度
。

其
役
納
畢
還
者
、
勘
二

元
来
姓
名
年
紀
一

、
同
放
還
。

こ
の
よ
う
な
事
情
で
運
脚
夫
が
し
ば
ら
く
京
に
滞
在
す
る
の
は
例
外
で
は
な
く
、

ご
く
普
通
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
待
機
中
の
労

働
力
を
平
安
京
造
営
な
ど
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
自
然
な
発

想
だ
っ
た
だ
ろ
うr

。

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
四
）
十
二
月
壬
寅
条

又
諸
国
貢
調
脚
夫
、
或
国
役
二

五
箇
日
一

、
或
国
三
箇
日
、
役
限
不
レ

均
、
労
逸

各
殊
。
須
下

共
役
二

二
日
一

、
以
同
中

苦
楽
上

。

『
日
本
後
紀
』
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
九
月
丙
午
条

停
レ

役
二

諸
国
脚
夫
於
京
下
一

。
以
二

旱
疫
民
疲
一

也
。

『
類
聚
三
代
格
』
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
正
月
廿
六
日
太
政
官
符

応
停
止
脚
夫
役
事

右
被
二

右
大
臣
宣
一

称
、
奉
レ

勅
、
頻
年
諸
国
損
害
相
仍
、
百
姓
困
窮
無
レ

所
レ

息
レ

肩
。
而
貢
調
人
夫
入
レ

都
脱
レ

担
、
未
レ

経
二

幾
日
一

、
東
西
駆
使
、
憂
歎
之
懐
、

逐
レ

年
有
レ

聞
。
撫
臨
之
道
、
事
須
二

矜
恤
一

。
宜
二

諸
国
脚
夫
都
下
之
役
、
自
レ

今

以
後
永
停
止
一

。

こ
う
し
た
待
機
中
の
運
脚
夫
た
ち
の
食
料
は
、
誰
が
負
担
す
る
の
か
。
こ
れ
が
調

庸
運
脚
に
伴
う
も
の
な
ら
ば
、
賦
役
令
の
規
定
に
よ
る
「
調
庸
之
家
」
し
か
あ
り
え

な
い
だ
ろ
う
。
民
部
式
上
20
運
脚
条
で
も
ま
さ
し
く
「
起
二

上
道
日
一

迄
二

于
納
一
レ

官
」

と
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
主
計
式
行
程
は
、
こ
う
し
た
待
機
の
日
々
ま
で
も
見
込
ん

で
い
る
日
数
だ
ろ
う
か
。
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三
　
主
計
式
行
程
と
実
際
の
旅
行
日
数

主
計
式
日
数
行
程
が
実
際
の
旅
行
に
必
要
な
日
数
よ
り
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
、
い
く
つ
か
徴
証
が
あ
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
九
月
十
六
日
官
符

応
三

三
度
使
乗
二

駅
馬
一

事

右
得
二

紀
伊
国
解
一

称
。
此
国
去
二

奈
良
京
一

三
日
行
程
、
今
平
安
京
更
去
二

一
日

半
一

。
惣
四
日
半
程
。
而
正
税
帳
・
大
帳
・
朝
集
帳
等
使
乗
二

用
私
馬
一

、
辛
苦

不
レ

少
。
望
請
、
准
二

伊
勢
国
一

、
乗
二

用
駅
馬
一

。
謹
請
二

官
裁
一

者
、
右
大
臣
宣
、

奉
レ

勅
、
依
レ

請
。

私
馬
か
駅
馬
か
を
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
、
紀
伊
国
・
平
安
京
間
が
四
日
半
で
あ

る
と
い
う
の
は
乗
馬
し
た
場
合
の
日
数
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
徒
歩
を
基
準
と
し
た
、

京
国
間
の
公
式
的
な
距
離
を
示
す
日
数
の
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
四
日

半
必
要
な
距
離
を
、
主
計
式
行
程
で
は
上
四
日
・
下
二
日
と
し
て
い
る
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
二
年
（
八
四
五
）
七
月
丙
寅
条

今
、
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・
豊
前
・
豊
後
等
五
箇
国
、
去
レ

府
之
程
、
二
日
以

上
、
七
日
以
下
。
雲
山
重
畳
、
途
路
艱
渋
。
吏
民
之
中
有
二

頓
病
一

者
、
遥
著
二

府
下
一

、
営
受
二

医
薬
一

。
命
在
二

呼
吸
一

、
旦
不
レ

及
レ

夕
、
往
還
之
間
、
既
致
二

夭

殞
一

。
是
則
無
二

医
師
一

之
所
レ

致
也
。
望
請
、
国
別
減
二

史
生
一
人
一

、
置
二

医
師

一
人
一

。

医
師
の
治
療
を
求
め
て
大
宰
府
へ
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、「
二
日
以
上
、
七
日
以

下
」
は
片
道
の
行
程
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
五
カ
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
計
式
行
程
は
こ

う
で
あ
る
。

筑
後
国

上
一
日

下
一
日

肥
前
国

上
一
日
半

下
一
日

肥
後
国

上
三
日

下
一
日
半

豊
前
国

上
二
日

下
一
日

豊
後
国

上
四
日

下
二
日

必
死
の
思
い
で
行
く
の
だ
か
ら
下
日
数
に
近
い
は
ず
だ
と
見
る
べ
き
か
、
患
者
を

背
負
っ
て
行
く
の
だ
か
ら
上
日
数
に
近
い
は
ず
と
見
る
べ
き
か
決
め
か
ね
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
主
計
式
行
程
は
「
二
日
以
上
、
七
日
以
下
」
よ
り
は
は
る
か
に
少

な
い
日
数
で
あ
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
天
長
三
年
（
八
二
六
）
十
一
月
三
日
官
符
に
は
、「
豊
後
国
大

野
・
直
入
両
郡
…
…
向
レ

府
之
程
、
単
行
五
日
」
と
あ
る
。
豊
後
国
の
主
計
式
行
程

は
上
四
日
・
下
二
日
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
府
の
置
か
れ
た
大
分
郡
と
大
宰
府
の
間

の
行
程
で
あ
る
。
大
野
・
直
入
両
郡
か
ら
大
宰
府
へ
直
行
す
る
場
合
は
大
分
郡
を
経

ず
に
行
く
だ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
の
距
離
は
、
大
分
郡
か
ら
の
も
の
よ
り
は
短
縮
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
主
計
式
行
程
は
実
際
よ
り
は
少
な
い
日
数
で
あ
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
三
月
十
三
日
官
符
に
よ
れ
ば
、
筑
前

国
嶋
門
駅
家
の
修
理
は
肥
後
国
が
担
当
し
て
い
た
。
そ
れ
に
関
し
て
「
件
駅
家
、
在
二

筑
前
国
遠
賀
郡
東
一

。
去
二

大
宰
府
一

二
日
程
、
去
二

肥
後
国
一

七
日
程
」
で
あ
る
と
い

う
。
肥
後
か
ら
嶋
門
駅
家
へ
は
直
通
し
た
の
か
大
宰
府
経
由
だ
っ
た
の
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
太
宰
府
経
由
の
方
が
近
け
れ
ば
そ
う
し
た
だ
ろ
う
か
ら
、
肥
後
・
大
宰
府

間
が
五
日
以
上
を
要
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
肥
後
の
主
計
式
行
程
は
上
三
日
・

下
一
日
半
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
主
計
式
行
程
は
実
際
よ
り
は
少
な
い
日
数
で
あ

る
。一

般
的
な
徒
歩
の
旅
行
日
数
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
特
殊
な
徒
歩
旅
行

者
と
し
て
脚
力
が
あ
る
。
脚
力
の
用
語
自
体
は
徒
歩
の
使
者
と
し
て
軍
防
令
67
烽
昼

夜
条
な
ど
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
平
安
時
代
中
頃
以
降
に
登
場
す

る
急
送
文
書
の
使
人
で
あ
る
。
徒
歩
で
あ
り
夜
を
日
に
つ
い
で
歩
い
た
こ
と
、
軽
装

で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
るt

。

『
小
右
記
』
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
五
月
二
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
周
防
国
守
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平
兼
忠
の
重
病
を
伝
え
る
同
国
か
ら
の
脚
力
は
、
十
一
日
に
国
を
立
ち
、
二
十
五
日

に
京
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
間
一
五
日
で
あ
る
。
主
計
式
行
程
で
は
周
防
国
は
上

一
九
日
・
下
一
○
日
で
あ
る
。

『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
六
月
二
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
、

五
月
二
十
九
日
に
筑
前
国
に
高
麗
人
が
漂
着
し
た
と
い
う
大
宰
帥
か
ら
の
脚
力
が
到

着
し
て
い
る
。
出
発
日
が
漂
着
し
た
当
日
か
翌
日
な
ら
ば
、
五
月
は
小
月
な
の
で
、

二
一
か
二
二
日
間
か
か
っ
た
。
大
宰
府
の
行
程
は
上
二
七
日
・
下
一
四
日
・
海
路
三

〇
日
で
あ
る
。

『
帥
記
』、『
水
左
記
』
の
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
十
二
月
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、

同
日
、
去
月
二
十
九
日
に
越
中
国
守
公
盛
が
逝
去
し
た
こ
と
を
報
じ
る
同
国
の
脚
力

が
到
着
し
て
い
る
。
国
を
出
た
の
が
二
十
九
日
か
三
十
日
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
二
な

い
し
一
三
日
間
か
か
っ
て
い
る
。
越
中
国
の
主
計
式
行
程
は
、
上
一
七
日
・
下
九
日

で
あ
る
。

『
中
右
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
九
月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
今
日
、
陸
奥

守
藤
原
基
家
が
去
る
八
月
十
五
日
に
卒
し
た
こ
と
を
初
め
て
聞
い
た
。「
自
二

後
朝
一

脚
力
走
来
、
夜
前
上
洛
」
が
、
脚
力
が
八
月
十
六
日
出
発
、
九
月
十
三
日
到
着
を
意

味
す
る
な
ら
、
八
月
は
小
月
な
の
で
、
二
七
日
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
陸
奥
国
の

主
計
式
行
程
は
、
上
五
〇
日
・
下
二
五
日
で
あ
る
。

加
賀
国
か
ら
の
脚
力
に
つ
い
て
は
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書y

に
記
事
が

あ
る
。度

々
解
状
事

五
月
廿
日
解
状
、
脚
力
恒
則
、

今
月
二
日
到
来
、

同
廿
六
日
解
状
、
脚
力
行
貞
、

同
三
日
到
来
、

同
廿
八
日
解
状
、
馬
允
助
経
下
人
、
同
日
到
来
、

（
第
二
五
巻
紙
背
第
四
二
紙
、
年
月
日
未
詳
散
位
藤
原
某
書
状
）

五
月
の
大
小
が
不
明
だ
が
、
脚
力
恒
則
は
一
二
日
か
一
三
日
、
脚
力
行
貞
は
七
日

か
八
日
で
到
着
し
て
い
る
。
馬
允
助
経
下
人
は
五
日
か
六
日
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
徒

歩
に
よ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
り
、
あ
る
い
は
乗
馬
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
脚
力

の
例
に
は
で
き
な
い
。
加
賀
国
の
主
計
式
行
程
は
、
上
一
二
日
・
下
六
日
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
く
「
越
中
御
目
代
殿
」
あ
て
書
状
に
あ
る
次
の
記
事
も
、
文
書
が
脚
力

に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
先
の
永
保
元
年
の
例

が
越
中
国
か
ら
一
二
日
な
い
し
一
三
日
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
比
べ
る
と
、
非
常
に

速
い
速
度
で
あ
る
。
名
称
は
同
じ
脚
力
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
半
井
家
本
『
医
心
方
』

紙
背
文
書
に
み
え
る
加
賀
国
と
越
中
国
の
例
は
、
専
任
者
が
お
り
、
途
中
の
休
憩
・

宿
泊
施
設
も
設
定
し
て
あ
る
常
置
的
な
制
度
の
よ
う
で
あ
る
。

「
正
月
廿
一
日
御
教
書
、
同
月
廿
八
日
到
来
」

八
日
間

「
去
年
□
二

[

十
カ]

月
十
日
被
仰
下
、
随
俄
十
七
日
京
上
」

八
日
間

「
廿
五
日
御
相
博
候
、
猶
可
上
洛
由
、
正
月
三
日
□
力

[

脚
カ]

到
来
者
」

八
日
間
カ

（
大
治
四
年
十
二
月
は
小
）

（
第
二
五
巻
紙
背
第
二
〇
紙
、（
大
治
五
年
〈
一
一
三
〇
〉カ
）
正
月
三
十
日
散
位
某
書
状
）

脚
力
は
、
足
自
慢
の
壮
者
が
急
送
文
書
と
わ
ず
か
な
手
荷
物
だ
け
を
持
っ
て
急
い

だ
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
旅
行
者
で
も
、
主
計
式
行
程
の
下
日
数

以
上
の
日
数
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
計
式
下
日
数
の
ほ
う
に
問
題
が
あ
る

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
荷
物
を
運
び
終
え
て
た
だ
帰
郷
す
る
だ
け
の
旅
行
者
だ
っ
た

と
し
て
も
、
主
計
式
下
日
数
で
帰
国
す
る
こ
と
は
無
理
な
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
京
・
鎌
倉
間
の
交
通
路
整
備
が
進
ん
で
か
ら
の
京
・
鎌
倉
間

の
旅
日
記
と
し
て
、「
海
道
記
」「
東
関
紀
行
」「
十
六
夜
日
記
」「
春
の
深
山
路
」
が

あ
る
。
そ
の
行
程
は
、
一
三
日
か
ら
一
五
日
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
旅
で
は
宿
に
泊
ま

り
、
騎
馬
を
利
用
し
た
よ
う
で
あ
るu

。

相
模
国
の
主
計
式
行
程
は
上
二
五
日
、
下
一
三
日
、
武
蔵
国
は
上
二
九
日
、
下
一

五
日
で
あ
り
、
鎌
倉
は
両
国
府
を
結
ぶ
交
通
路
か
ら
は
半
日
か
ら
一
日
分
逸
れ
て

い
る
。
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主
計
式
下
日
数
に
よ
れ
ば
、
条
件
が
整
っ
た
鎌
倉
時
代
と
ほ
ぼ
同
じ
速
度
で
旅
行

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
の
旅
行
日
数
と
し
て
は
少
な
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。

延
喜
主
税
式
上
105
国
飼
秣
条
は
、
実
際
の
旅
行
日
数
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。

牽
走
馬
夫
者
、
畿
内
及
近
江
、
丹
波
起
二

四
月
廿
五
日
一

、
伊
勢
、
美
濃
等
国
起

二

同
月
廿
一
日
一

、
迄
二

五
月
七
日
一

竝
給
レ

食
。

牽
走
馬
夫
へ
の
給
食
は
、
上
京
中
の
も
の
で
あ
る
。
給
食
開
始
日
の
四
月
二
五
日

と
二
一
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
日
に
国
を
出
発
し
て
の
、
京
に
着
い
た
日
、
あ
る
い

は
そ
の
翌
日
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
推
測
に
誤
り
無
け
れ
ば
、

「
畿
内
及
近
江
、
丹
波
」
と
「
伊
勢
、
美
濃
」
と
の
行
程
の
差
は
四
日
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
主
計
式
行
程
は
、
畿
内
は
一
日
（
上
下
の
区
別
無
し
。
た
だ
し
山
城
無
し
、

和
泉
二
日i

）、
近
江
・
丹
波
は
上
一
日
・
下
半
日
で
あ
る
。
ま
た
伊
勢
・
美
濃
は
上

四
日
・
下
二
日
で
あ
る
か
ら
、「
畿
内
及
近
江
、
丹
波
」
と
「
伊
勢
、
美
濃
」
の
上

日
数
の
差
は
基
本
的
に
三
日
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
差
は
四
日
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

馬
を
運
ぶ
だ
け
の
、
す
な
わ
ち
空
荷
の
馬
の
進
む
速
度
と
、
荷
物
の
運
搬
を
前
提

と
し
た
旅
行
と
の
速
度
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
見
込
む
べ
き
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

主
計
式
日
数
は
実
際
の
行
程
よ
り
は
少
な
い
日
数
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
実
際
に
は

上
日
数
の
一
倍
半
の
日
数
を
必
要
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
近
江
・
丹
波
は
一
日
半
、

伊
勢
・
美
濃
は
六
日
で
あ
り
、
そ
の
差
は
四
日
半
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
主
計
式
行
程
を
実
際
の
旅
行
日
数
と
み
る
と
、
下
日
数
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
え
な
い
速
度
で
あ
る
。
上
日
数
も
、
道
中
の
渋
滞
や
上
京
後
の
滞
在
を
ま

っ
た
く
見
込
ん
で
い
な
い
数
字
で
あ
る
。

四
　
日
数
行
程
の
性
格

主
計
式
行
程
の
原
形
で
あ
る
公
式
日
程
は
、
天
平
年
間
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い

る
と
み
て
よ
い
。
正
税
を
支
出
し
て
の
運
送
に
か
か
わ
る
正
税
帳
の
記
事
が
あ
る
。

運
雑
物
向
京
夫
壱
仟
陸
拾
人

行
程
壱
拾
日

往
還
単
壱
万
陸
伯
日

充
稲
参
仟
参
伯
玖
拾
弐
束

（
天
平
九
年
（
七
三
七
）
度
但
馬
国
正
税
帳
）

運
雑
物
向
京
担
夫
弐
拾
肆
人
　
行
程
壱
拾
肆
日

往
還
単
参
伯
参
拾
陸
日

充
稲
壱
伯
束
捌
把

若
椒
御
贄
壱
荷
担
夫
壱
人

正
月
二
節
御
贄
壱
拾
伍
荷
担
夫
壱
拾
玖
人
　
廝
丁
肆
人

合
弐
拾
参
人

（
天
平
十
年
度
淡
路
国
正
税
帳
）

運
府
甘
葛
煎
担
夫
参
人

惣
単
伍
拾
漆
人

食
稲
壱
拾
漆
束
肆
把

運
府
兵
器
料
鹿
皮
担
夫
捌
人

惣
単
伯
伍
拾
弐
人

食
稲
肆
拾
陸
束
肆
把

運
府
筆
料
鹿
皮
担
夫
弐
人

惣
単
参
拾
捌
人

食
稲
壱
拾
壱
束
陸
把

（
天
平
八
年
度
薩
摩
国
正
税
帳
）

ま
た
、
次
の
史
料
は
種
子
島
へ
の
帰
還
者
の
食
料
を
筑
後
で
支
出
し
て
い
る
記
事

で
あ
る
。

齎
官
馬
牛
皮
入
府
多

嶋
人
弐
拾
捌
人
還
帰
本
嶋

単
漆
伯
人
食
稲
弐
伯
捌
拾
束

得
度
者
還
帰
本
嶋
多

嶋
僧
二
躯

単
伍
拾
人
食
稲
弐
拾
束

（
天
平
十
年
度
筑
後
国
正
税
帳
）

人
別
四
把

廿
五
日

人
別
四
把

廿
五
日

二
人
十
日
人
別
日
四
把
　

二
人
九
日
人
別
日
二
把

十
九
日

八
人
十
日
人
別
日
四
把

八
人
九
日
人
別
日
三
把
（
注
。
二
把
の
誤
記
）

十
九
日

三
人
十
日
人
別
日
四
把
　

三
人
九
日
人
別
日
二
把

十
九
日

柄
宍
四
頭
々
別
担
夫
二
人

向
京
日
別
四
把
　

国
還
日
別
二
把

向
京
日
七

国
還
日
七 向

京
日
別
四
把

還
国
日
別
二
把

向
京
六
千
三
百
六
十
日

還
国
四
千
二
百

日

向
京
六
日

還
国
四
日

750

一
四



こ
れ
ら
の
行
程
を
、
主
計
式
行
程
と
対
比
し
て
み
る
（
種
子
島
は
延
喜
式
段
階
で
は

大
隅
国
に
属
す
の
で
、
独
自
の
主
計
式
行
程
は
な
い
）。

（
正
税
帳
）

（
主
計
式
行
程
）

但
馬
国

向
京
六
日
、
還
国
四
日

上
七
日
、
下
四
日

淡
路
国

向
京
日
七
、
国
還
日
七

上
四
日
、
下
二
日
、
海
路
六
日

薩
摩
国

一
〇
日
、
九
日

上
一
二
日
、
下
六
日

天
平
年
間
の
平
城
京
が
延
喜
式
で
は
平
安
京
に
代
わ
っ
て
い
る
し
、
交
通
路
の
変

遷
も
あ
り
う
る
。
ま
た
主
計
式
の
よ
う
な
、
下
日
数
は
上
日
数
の
半
分
（
原
則
と
し

て
半
日
は
切
り
上
げ
）
と
い
う
制
度
は
で
き
て
い
な
い
が
、
天
平
年
間
に
す
で
に
公

式
日
程
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
但
馬
国
に
お
い
て
は
一
〇
六
〇
人
の
す
べ
て
が
、
一

人
一
日
の
遅
れ
も
な
く
無
事
に
移
動
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
淡
路
国
や
薩
摩
国
、
種

子
島
で
も
、
そ
の
国
の
日
程
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
の
問
題
と
し
て
、

多
量
の
荷
物
を
運
ぶ
多
人
数
に
よ
る
隊
列
が
、
道
中
一
人
の
病
気
や
怪
我
も
な
く
予

定
通
り
旅
行
で
き
た
と
考
え
る
こ
と
は
非
常
識
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
食
料

を
公
費
で
支
給
し
た
公
式
報
告
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
す
べ
て
を
実
際
の
旅
行
日
数

と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
は
い
え
、
下
日
数
を
機
械
的
に
上
日
数
の
半
分
（
半
日
は
切
り
上
げ
）
と
し
て

い
な
い
こ
と
は
、
正
税
帳
に
見
え
る
行
程
は
、
主
計
式
行
程
よ
り
は
実
態
に
近
い
も

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
帰
路
は
一
般
に
日
数
が
少
な
い
（
速
度
が

速
い
）
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
上
京
時
の
倍
の
速
度
で
は
な
い
。
換
言
す

る
と
、
下
日
数
を
上
日
数
の
半
分
と
し
て
い
る
主
計
式
行
程
は
、
現
実
か
ら
は
離
れ

た
制
度
で
あ
る
。

運
脚
夫
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
四
月
辛
已
条

太
政
官
奏
曰
。
美
作
国
言
。
部
内
大
庭
・
真
嶋
二
郡
、
一
年
之
内
、
所
レ

輸
庸

米
八
百
六
十
余
斛
。
山
川
峻
遠
、
運
輸
大
難
、
人
馬
並
疲
、
損
費
極
多
。
望
請
、

輸
米
之
重
、
換
二

綿
鉄
之
軽
一

。

こ
の
庸
米
八
六
〇
斛
を
す
べ
て
人
が
背
負
う
と
す
る
と
、
一
人
五
斗
で
一
七
二
〇

人
と
な
る
。
駄
馬
な
ら
ば
五
七
四
疋
で
あ
り
、
牽
夫
五
七
四
人
が
付
く
。
こ
れ
だ
け

の
一
行
が
、
主
計
式
行
程
に
よ
れ
ば
上
七
日
、
下
四
日
を
か
け
て
旅
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
人
数
は
わ
ず
か
一
国
の
二
郡
の
庸
に
関
し
て
で
あ
る
か
ら
、
全
国
で
ど
れ
だ
け

の
運
脚
夫
が
毎
年
京
に
向
か
っ
た
か
、
想
像
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
人
数
が
す

べ
て
無
事
に
、
同
じ
日
程
で
京
を
往
復
し
た
と
み
る
こ
と
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
ろ

う
。天

平
九
年
に
但
馬
国
の
雑
物
を
運
ん
だ
一
〇
六
〇
人
の
う
ち
、
内
訳
が
判
明
す
る

六
七
人
を
除
い
た
九
九
三
人
が
、
五
六
六
斛
四
斗
の
米
を
運
搬
し
て
い
る
。
人
担
五

斗
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
九
二
三
人
が
米
五
斗
（
う
ち
一
人
は
四
斗
）
を
負
い
、
駄

馬
七
〇
疋
（
牽
夫
七
〇
人
）
が
一
斛
五
斗
を
負
っ
た
と
み
る
と
計
算
は
あ
う
。
し
か

し
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
切
り
つ
め
た
余
裕
の
な
い
計
算
で
あ
る
。

沢
田
吾
一
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

駄
馬
の
負
量
を
一
斛
と
す
る
と
、
馬
一
四
〇
疋
（
索
夫
一
四
〇
人
）、
担
夫
八
五
三

人
と
な
る
。
本
来
三
俵
を
負
う
駄
馬
が
二
俵
を
負
う
が
ゆ
え
に
、
一
俵
の
余
裕
が
あ

る
。
全
体
と
し
て
七
〇
俵
の
余
裕
で
あ
る
。
事
故
発
生
の
予
備
と
し
て
妥
当
で
は
な

い
かo

。
こ
れ
は
実
証
不
可
能
な
推
測
で
あ
る
が
、
公
式
的
な
報
告
書
通
り
に
物
事
が
行
わ

れ
て
い
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

多
量
の
荷
物
の
運
搬
に
関
し
て
は
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
六
月
庚

辰
条
に
征
東
軍
へ
の
食
粮
運
搬
の
記
事
が
あ
る
。

其
従
二

玉
造
塞
一

至
二

衣
川
営
一

四
日
、
輜
重
受
納
二
箇
日
、
然
則
往
還
十
日
。
従
二

衣
川
一

至
二

子
波
地
一

、
行
程
仮
令
六
日
、
輜
重
往
還
十
四
日
。
惣
従
二

玉
造
塞
一

至
二

子
波
地
一

、
往
還
廿
四
日
程
也
。
途
中
逢
レ

賊
相
戦
、
及
妨
レ

雨
不
レ

進
之
日
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不
レ

入
二

程
内
一

。
河
陸
両
道
輜
重
一
万
二
千
四
百

人
、
一
度
所
レ

運
糒
六
千
二

百
十
五
斛
。
征
軍
二
万
七
千
四
百
七
十
人
、
一
日
所
レ

食
五
百

九
斛
。
以
レ

此

支
度
、
一
度
所
レ

運
、
僅
支
二

十
一
日
一

。

こ
れ
は
輜
重
一
人
で
五
斗
を
担
ぎ
、
食
料
は
一
日
一
人
二
升
、
が
前
提
の
数
字
で
あ

る
（
輜
重
人
数
の
う
ち
一
〇
人
は
指
揮
官
か
、
ま
た
は
「

」
は
「
卅
」
の
誤
写
）。

玉
造
塞
│
（
四
日
）
│
衣
川
営
（
受
納
二
日
）

往
還
一
〇
日

衣
川
営
│
（
六
日
）
│
子
波
地
（
受
納
二
日
）

往
還
一
四
日

全
行
程
往
還
二
四
日

こ
れ
は
費
用
算
出
の
見
積
で
あ
っ
て
実
態
で
は
な
い
。
臨
戦
態
勢
下
で
の
兵
糧
の

運
搬
だ
か
ら
護
衛
部
隊
が
必
要
だ
ろ
う
し
、「
河
陸
両
道
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際

に
は
河
川
も
利
用
し
た
だ
ろ
う
。
玉
造
・
子
波
間
を
連
続
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
途

中
の
衣
川
で
の
受
納
二
日
を
含
め
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
輜
重
自
身

の
食
料
の
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
一
日
一
人
二
升
食
べ
た
と
す
る
と
、
輜
重
一
人
が

担
う
五
斗
は
、
一
人
二
五
日
分
の
食
料
で
あ
る
。
輜
重
往
還
二
四
日
な
ら
、
輜
重
本

人
の
食
料
を
そ
の
五
斗
か
ら
出
し
た
ら
、
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
残
り
の
二
升

だ
け
と
い
う
、
笑
い
話
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
運
ぶ
五
斗
と

は
別
に
自
分
の
食
料
も
担
ぐ
な
ら
ば
、
荷
物
は
ほ
ぼ
二
倍
の
九
斗
八
升
に
な
る
。
輜

重
の
帰
路
の
食
料
が
半
量
だ
っ
た
と
し
て
も
、
大
勢
は
変
わ
ら
な
い!0

。

こ
う
し
た
点
を
除
く
と
、
い
ち
お
う
は
、
特
別
異
常
な
項
目
は
無
い
と
見
る
べ
き

だ
ろ
う
。
そ
こ
で
調
庸
運
脚
や
主
計
式
行
程
と
の
異
同
に
注
目
し
て
み
る
。

標
準
的
な
人
担
量
で
あ
る
五
斗
を
担
っ
て
い
る
往
路
も
、
そ
れ
を
降
ろ
し
た
帰
路

も
、
日
程
（
速
度
）
は
同
じ
で
あ
る
。

荷
降
ろ
し
に
二
日
見
て
い
る
。
多
量
の
物
資
を
一
度
に
運
び
込
む
場
合
、
点
検
や

あ
る
い
は
仮
置
き
場
の
設
置
な
ど
で
日
数
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

雨
が
降
っ
た
ら
予
定
が
狂
う
と
い
う
の
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
こ
の
記
事
は
、
荷
物
運
搬
に
関
し
て
ご
く
常
識
的
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
計
画
に
従
っ
て
運
搬
す
る
と
な
っ
た
ら
、
書
類
上
は
、
こ
こ
に
あ

る
日
数
と
経
費
で
実
施
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
主
計
式
日
数
行
程
を
そ
の
ま
ま
実
際
の
日
数
と
見
な
し
、
こ
れ
に
従

っ
て
調
庸
運
脚
が
行
わ
れ
て
い
た
と
み
る
の
は
、
非
常
識
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。

五
　
食
料
支
給
基
準
と
し
て
の
日
数
　
ー
む
す
び
に
か
え
て
ー

主
計
式
行
程
の
日
数
が
実
際
の
旅
行
日
数
で
は
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
役
割
は
、
食

料
支
給
基
準
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
般
的
な
官
人
の
出
張
で
の
食
法
は
、
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
五
月
十
六
日
格
の

国
司
巡
行
食
法
（
田
令
集
解
外
官
新
至
条
令
釈
所
引
）
が
、
基
本
的
に
延
喜
式
ま
で
受

け
継
が
れ
て
い
る
。

延
喜
主
税
式
83
諸
使
食
法
条

凡
諸
使
食
法
。
官
人
日
米
二
升
、
塩
二
勺
、
酒
一
升
。
番
上
日
米
二
升
、
塩
二
勺
、

酒
八
合
。

従
日
米
一
升
五
合
、
塩
一
勺
五
撮
。
国
司
巡
行
食
料
准
レ

此
。

こ
れ
か
ら
見
る
と
、
運
脚
夫
の
上
京
時
の
「
日
米
二
升
、
塩
二
勺
」（
民
部
式
上
20

運
脚
条
）
は
身
分
と
し
て
考
え
れ
ば
優
遇
で
あ
っ
て
、

従
の
「
日
米
一
升
五
合
、

塩
一
勺
五
撮
」
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、「
還
日
減
レ

半
」
の
米
一
升
、

塩
一
勺
が
相
応
で
は
な
い
か
。
米
一
升
、
塩
一
勺
は

流
人
へ
の
支
給
額
と
同
額
で

あ
る
（
獄
令
集
解
逸
文
所
引
天
平
勝
宝
九
歳
（
七
五
七
）
七
月
二
十
九
日
官
符
）
か
ら
、

基
本
的
に
は
飢
え
る
量
で
は
な
い
。

し
か
し
、
一
日
米
二
升
、
塩
二
勺
と
い
う
食
法
は
天
平
年
間
正
税
帳
に
既
に
見
え

て
お
り
（
稲
四
把
は
米
二
升
と
同
量
）、
仕
丁
な
ど
と
同
額
で
あ
っ
て
、
労
働
に
従
事

し
て
い
る
者
へ
の
一
般
的
な
食
法
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
仕
丁
に
実
際
の
共
同
炊
事
で
事
実
上
食
料
と
し
て
給
さ
れ
た
の
は
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二
升
（
今
量
約
九
合
余
）
で
は
な
く
一
升
二
合
で
、
八
合
は
現
米
と
し
て
支
給
さ
れ

て
い
た!1

こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
名
目
上
の
全
量
が
そ
の
ま
ま
支
給
さ
れ
て
は

い
な
い
と
い
う
事
情
は
、
運
脚
夫
に
つ
い
て
も
同
様
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

運
脚
の
食
料
は
、
個
別
に
各
人
に
あ
ら
か
じ
め
支
給
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。「
准
レ

程
量
レ

宜
、
設
二

置
路
次
一

」（
民
部
式
上
20
運
脚
条
）
と
い
う
の
は
、

出
発
前
に
道
中
の
一
定
の
場
所
に
届
け
て
お
く
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
し
、
実
際
の
移

動
中
は
共
同
で
炊
飯
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
出
発
前
に
携
行
食
と
し
て
糒
を
作
る
こ

と
な
ど
も
、
ま
と
め
て
行
な
っ
て
い
た
こ
と
と
思
う
。

上
京
と
帰
国
と
で
支
給
額
が
倍
も
違
う
と
い
う
の
は
制
度
上
の
た
て
ま
え
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
毎
日
の
実
際
の
支
給
額
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
現

実
に
は
、
往
復
の
全
支
給
量
を
も
っ
て
、
帰
国
す
る
ま
で
を
な
ん
と
か
や
り
く
り
す

る
、
と
い
う
し
く
み
だ
っ
た
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

注q

榎
「
延
喜
式
諸
国
行
程
の
成
立
」（
薗
田
香
融
編
『
日
本
古
代
社
会
の
史
的
展
開
』

塙
書
房
、
一
九
九
九
年
）。

w

調
の
納
入
・
受
取
方
式
に
関
し
て
は
、
北
條
秀
樹
「
文
書
行
政
よ
り
見
た
る
国
司

受
領
化
」（『
日
本
古
代
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一

九
七
五
年
）
参
照
。

e

調
邸
の
性
格
に
関
し
て
は
す
で
に
共
通
認
識
が
あ
る
だ
ろ
う
。
舘
野
和
己
「
相
模

国
調
邸
と
東
大
寺
領
東
市
庄
」（『
日
本
古
代
の
交
通
と
社
会
』
塙
書
房
、
初
出
一
九

九
八
年
）
参
照
。

r

以
下
三
史
料
が
運
脚
上
京
後
の
雑
役
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
櫛
木
謙
周
「
八
、

九
世
紀
に
お
け
る
徭
役
労
働
の
実
態
」（『
日
本
古
代
労
働
力
編
成
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
七
八
年
）
一
四
八
頁
。
い
つ
ま
で
続
く
か
わ
か
ら
な
い
待

機
期
間
中
の
食
料
獲
得
手
段
と
し
て
の
造
営
労
働
従
事
、
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

t

坂
本
太
郎
「
飛
駅
よ
り
飛
脚
へ
」（
同
著
作
集
八
『
古
代
の
道
と
駅
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
三
七
年
）
三
三
四
〜
三
三
六
頁
。
以
下
三
件
の
脚
力
の
例

は
同
書
に
よ
る
。

y

こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
山
本
信
吉
、
瀬
戸
薫
「
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文

書
に
つ
い
て
」（『
加
能
史
料
研
究
』
第
四
号
）
に
よ
る
。
第
四
二
紙
は
、
瀬
戸
薫

「
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
と
そ
の
周
辺
」（
同
）
は
断
言
し
て
い
な
い
が
、

加
賀
国
で
あ
ろ
う
。

u

佐
々
木
虔
一
「
旅
日
記
の
世
界
」（
荒
井
秀
規
、
櫻
井
邦
夫
、
佐
々
木
虔
一
、
佐
藤

美
知
男
『
日
本
史
小
百
科
　
交
通
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
五
九
頁
。

i

和
泉
国
の
行
程
に
つ
い
て
、『
和
名
類
聚
抄
』
は
「
上
二
日
、
下
一
日
」
と
す
る
。

o

沢
田
吾
一
『
奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
数
的
研
究
』（
復
刻
柏
書
房
、
一
九
七
二
年
。

初
版
一
九
二
七
年
）
四
九
七
〜
五
〇
一
頁
。

!0

運
脚
負
担
の
苦
し
さ
の
理
由
は
、『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
三
月
壬
午

条
に
よ
れ
ば
、
脚
夫
が
背
負
う
こ
と
が
で
き
る
重
量
に
限
界
が
あ
っ
て
、
貢
納
物
を

背
負
え
ば
自
分
の
食
粮
を
背
負
え
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
銭
貨
流
通
政
策
の

一
環
で
あ
っ
て
文
面
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
経
済
的
に
は
負
担

に
耐
え
ら
れ
る
（
銭
を
用
意
で
き
る
）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。「
諸
国

之
地
、
江
山
遐
阻
、
負
担
之
輩
、
久
苦
二

行
役
一

。
具
二

備
資
粮
一

、
闕
二

納
貢
之
恒
数
一

、

減
二

損
重
負
一

、
恐
饉
二
レ

路
之
不
一
レ

少
。
宜
下

各
持
二

一
嚢
銭
一

、
作
二

当
炉
給
一

、
永
省
二

労
費
一

、
往
還
得
上
レ

便
。
宜
下

国
郡
司
等
、
募
二

豪
富
家
一

、
置
二

米
路
側
一

、
任
中

其
売
買
上

。

一
年
之
内
、
売
二

米
一
百
斛
以
上
一

者
、
以
レ

名
奏
聞
」。

!1

弥
永
貞
三
「
仕
丁
の
研
究
」（『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九

八
〇
年
、
初
出
一
九
五
一
年
）
四
四
二
頁
。

（
立
命
館
総
合
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
主
任
学
芸
員
）
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